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「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受けた 

事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について 
 

令和２年３月４日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．概要 

令和元年度第28回原子力規制委員会において「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チー

ム」の検討結果を受けた規制上の対応について審議した結果、経過措置について事業者から意見を

聴いた上で、基準の改正案を原子力規制委員会に諮る方針が了承された。 

これを受け、原子力規制庁において作成した基準の改正案（イメージ）及び事業者からの意見聴

取結果を報告する。また、これを踏まえた今後の対応方針について原子力規制委員会においてご議

論いただきたい。 

 

２．令和元年度第28回原子力規制委員会において了承された改正方針について 

原子力規制委員会が令和元年度第28回原子力規制委員会において了承した改正方針は次のとおり

である。 

○「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」1の策定に当たって標準応答スペクトルを用

いた評価を行うことを要求するよう、設置許可基準規則解釈及び審査ガイド等を改正する。 

○標準応答スペクトルによる評価に加え、留萌地震を用いた評価を併せて求める。 

○標準応答スペクトル2と留萌地震の応答スペクトル3との間に大きな差はないこと等から、留萌

地震を基に基準地震動を策定した原子力施設に対して、現時点で直ちに使用の停止や標準応答

スペクトルの審査・検査での適用を求める必要はない。 

○事業者が対応するために必要な期間等については公開の会合で事業者の意見を聴く。 

 

３．基準の改正案（イメージ） 

上記２．に基づき、原子力規制庁において別紙１及び別紙２のようなイメージで改正案の作成を

進めている。 

 

４．事業者からの意見聴取の結果 

今回の基準改正に事業者が対応するために必要な期間等について、令和元年10月18日及び同年12

月24日の２回、事業者からの意見聴取を行った。 

意見聴取での主なやりとりは、別紙３のとおりである。 

                                                                                           
1 全国共通に考慮すべき震源を特定せず策定する地震動をいう。 
2 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」と

して取りまとめた標準応答スペクトルをいう。 
3 2004年北海道留萌支庁南部地震震のK-NET港町観測点の解放基盤波に余裕を持たせた地震動（硬岩サイトで使用されているレベ

ル）に対して試行的にNoda et al.(2002)の地盤増幅率により地震基盤相当面に補正した地震動を推定して設定した応答スペクト

ルをいう。 

資料８ 
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５．議論を要する事項について 

意見聴取結果を踏まえ、原子力規制庁において基準改正に向けた検討を進めたところ、具体の改

正案を取りまとめる前に整理すべき事項が抽出された。ついては、次に示す論点及び対応方針（案）

についてご議論いただきたい。 

 

（１）改正後に必要な申請手続 

ア．論点 

基準の改正に伴い必要となる手続として、原子炉等規制法において、原子力施設の位置、構

造及び設備を変更しようとするときは原子力規制委員会の許可を受けなければならない旨規

定されている。一方、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を通じて、基準地震動が策

定済みの原子力施設は、標準応答スペクトルに基づく解放基盤表面での地震動と現行の基準

地震動との比較により、設置変更許可申請を求めるべきものと申請不要なものに分けられる

と考えられる。以上を踏まえ、設置変更許可の申請・審査に先立ち全ての施設に対して一律

に申請を求めるか否か、また、一律に申請を求めない場合には申請の要否を整理するプロセ

スの導入を検討する必要がある。 

なお、事業者からは、改正基準の地震動評価について、改正基準施行後３か月以内に現行の

基準地震動との比較を報告し、その内容確認及び設置変更許可申請の要否を判断していただ

きたい旨、及び改正基準施行から９か月後までに改正基準に適合するための設置変更許可申

請を行うように期限を定めていただきたい旨の意見が表明されている。 

 

イ．対応方針（案） 

改正後の基準に適合している施設については、設置変更許可申請は不要である。これを確認

するために、以下のプロセスを設けることとしてはどうか。 

事業者は、申請を不要と考える施設について、改正後の基準の施行後３か月以内に、申請が

不要であることを説明する文書を原子力規制委員会に提出する。この文書の提出があった施

設については、原子力規制委員会委員及び地震・津波審査部門の職員を中心とした公開の会

合で申請要否について審議し、審議結果を原子力規制庁から原子力規制委員会に報告する。

その上で、原子力規制委員会として申請を不要としてよいか判断する。 

申請が不要と判断されなかった原子力施設（上記文書を提出しなかった施設を含む。）につ

いては、標準応答スペクトルによる評価を行う方針及びそれに基づく評価結果を記載する内

容の設置変更許可申請（又は現在審査中の申請の補正）を、改正後の基準の施行後９か月後

までに行うよう求める。この際、申請がなされない場合には、報告徴収命令その他の必要な

対応を検討する。 
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（２）経過措置 

ア．論点 

経過措置については、新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え

方（平成27年11月13日原子力規制委員会）に基づき、本件に関する安全上の重要性、被規制

者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して設定する。 

本件の安全上の重要性については、令和元年度第28回原子力規制委員会において確認したと

おり、今回策定した標準応答スペクトルと留萌地震の応答スペクトルとの間に大きな差はな

いことから、これまでの留萌地震を基にした基準地震動を用いた審査を否定するものではな

いといえる。また、今回の規制への取り入れに当たっての考え方は、基準地震動の策定プロ

セスを改善するものであり、新しい標準応答スペクトルによる手法で評価を行った結果、基

準地震動が見直される可能性はあるものの、施設・設備に対する要求レベルそのものを変更

するものではない。以上を踏まえると、改正後の基準を即時に適用する必要はないと考えら

れる。 

事業者からは、設置変更許可までの期限ではなく設置変更許可申請について期限を定めて欲

しい旨、及び、工事計画認可・使用前検査の対応期間は申請施設数や基準地震動の審査結果

によって大きく変わりうるため各施設の設置許可がなされた時点でその後に必要な経過措置

期間を提案したい旨の意見が表明されている。 

これらの意見に対して、前者については、設置変更許可申請に係る審査に期限を設けなけれ

ば改正基準への適合が適切に行われないおそれがあり、この点を踏まえた経過措置を定める

必要がある。後者については、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を踏まえると、標

準応答スペクトルに基づく評価によって基準地震動が変わる原子力施設は、施設への影響の

詳細や工事の規模・見通し等が（改正後の基準に適合するための）設置変更許可申請に係る

審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要がある。 

 

イ．対応方針（案） 

以上を踏まえ、以下のように設置変更許可と工事計画認可・使用前検査の経過措置を分けて

規定してはどうか。 

改正前の基準に基づく基準地震動の審査状況にかかわらず、改正基準の施行から設置変更許

可までの間、一律の猶予期間を設ける。また、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を

踏まえ、期間は３年間とする。なお、上記（１）イ．で申請が不要と判断された施設につい

ては、既に改正後の基準に適合している状態であるため特段の手続は不要である。 

事業者は、上記の経過措置期間中であれば、現在審査中の設置変更許可申請の中で改正基準

に適合するか、又は別の設置変更許可申請により改正基準に適合するか、どちらの手法で適

合してもよい。 

また、工事計画認可及び使用前検査の猶予期間は、基準改正時点では「原子力規制委員会が
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別に定める日まで」の経過措置を設けるにとどめ、改正後の基準に基づく設置変更許可の審

査が進み、各施設への影響の詳細や工事の規模・見通し等が明らかになった時点で、全施設

一律の終期（確定日）を定める。 

なお、他の審査・検査案件との関係については、従来の基準改正案件と同様に、経過措置期

間中は改正前の基準を適用して審査等の手続を行う（改正基準に適合するための手続を除

く。）。 

 

６．今後の予定 

本日の審議結果を踏まえ、事務局において基準の改正案を作成し、改正案及び改正案に対する意

見募集について原子力規制委員会においてご審議いただくこととしたい。 

 

 

＜資料一覧＞ 

別紙１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈の改

正イメージ意見聴取での主なやりとりについて 

別紙２ 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドの改正イメージ実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈の改正イメージ 

別紙３ 意見聴取での主なやりとりについて基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドの改正

イメージ 

参考１ 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受けた規制上の対応

について（令和元年度第28回原子力規制委員会資料２） 一部抜粋 

参考２ 令和元年度原子力規制委員会第28回会議議事録 一部抜粋 
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を

特
定

せ
ず

策
定

す
る

地
震

動
｣
と

し
て

策
定

さ
れ

た
基

準
地

震
動

の
妥

当
性

に
つ

い
て

は
、

申
請

時
に

お

け
る

最
新

の
科

学
的

・
技

術
的

知
見

を
踏

ま
え

て
個

別
に

確

認
す

る
こ

と
。

 

 

（
新

設
）

 

           ①
解

放
基

盤
表

面
ま

で
の

地
震

波
の

伝
播

特
性

を
必

要
に

応
じ

て
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
設

定
に

反
映

す
る

と
と

も
に

、
設

定

さ
れ

た
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

に
対

し
て

、
地

震
動

の
継

続
時

間

及
び

振
幅

包
絡

線
の

経
時

的
変

化
等

の
地

震
動

特
性

を
適

切

に
考

慮
す

る
こ

と
。

 

②
上

記
の

｢
震

源
を

特
定

せ
ず

策
定

す
る

地
震

動
｣
と

し
て

策
定

さ
れ

た
基

準
地

震
動

の
妥

当
性

に
つ

い
て

は
、

申
請

時
に

お

け
る

最
新

の
科

学
的

・
技

術
的

知
見

を
踏

ま
え

て
個

別
に

確

認
す

る
こ

と
。

そ
の

際
に

は
、

地
表

に
明

瞭
な

痕
跡

を
示

さ

な
い

震
源

断
層

に
起

因
す

る
震

源
近

傍
の

地
震

動
に

つ
い
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四
 

（
略

）
 

 ６
～

８
 

（
略

）
 

て
、

確
率

論
的

な
評

価
等

、
各

種
の

不
確

か
さ

を
考

慮
し

た

評
価

を
参

考
と

す
る

こ
と

。
 

 四
 

（
略

）
 

 ６
～

８
 

（
略

）
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 ○
基

準
地

震
動

及
び

耐
震

設
計

方
針

に
係

る
審

査
ガ

イ
ド

の
改

正
イ

メ
ー

ジ
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
 

 
正

 
 
後

 
改

 
 
正

 
 
前

 

Ⅰ
．

基
準

地
震

動
 

 1
.
 

総
則

 
 

1
.
1
 

目
的

 

 
本

ガ
イ

ド
は

、
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
設

置
許

可
段

階
の

耐
震

設

計
方

針
に

関
わ

る
審

査
に

お
い

て
、

審
査

官
等

が
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
（

平
成

2
5

年
原

子
力

規
制

委
員

会
規

則
第

5
号

）
並

び
に

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

原

規
技

発
第

1
3
0
6
1
9
3
号

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決

定
）

。
以

下
「

解
釈

」
と

い
う

。
）

の
趣

旨
を

十
分

踏
ま

え
、

基
準

地
震

動

の
妥

当
性

を
厳

格
に

確
認

す
る

た
め

に
活

用
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 

基
準

地
震

動
の

策
定

に
係

る
審

査
の

フ
ロ

ー
を

図
-
1
に

示
す

。
 

Ⅰ
．

基
準

地
震

動
 

 1
.
 

総
則

 
 

1
.
1
 

目
的

 

 
本

ガ
イ

ド
は

、
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
設

置
許

可
段

階
の

耐
震

設

計
方

針
に

関
わ

る
審

査
に

お
い

て
、

審
査

官
等

が
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
（

平
成

2
5

年
原

子
力

規
制

委
員

会
規

則
第

5
号

）
並

び
に

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

原

規
技

発
第

1
3
0
6
1
9
3
号

（
平

成
2
5
年

6
月

1
9
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決

定
）

）
の

趣
旨

を
十

分
踏

ま
え

、
基

準
地

震
動

の
妥

当
性

を
厳

格
に

確
認

す

る
た

め
に

活
用

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 

基
準

地
震

動
の

策
定

に
係

る
審

査
の

フ
ロ

ー
を

図
-
1
に

示
す

。
 別
紙
２
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図
-
1
 

基
準

地
震

動
の

策
定

に
係

る
審

査
フ

ロ
ー

 

 1
.
2
 

適
用

範
囲

 
（

略
）

 

 1
.
3
 

用
語

の
定

義
 

本
ガ

イ
ド

に
お

け
る

用
語

の
定

義
及

び
用

法
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

新
規

制
基

準
に

お
け

る
用

語
の

定
義

及
び

用
法

に
し

た
が

う
こ

と
と

し
、

さ

ら
に

以
下

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
１

）
～

（
５

）
 

（
略

）
 

（
６

）
「

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

」
と

は
、

敷
地

周
辺

の
状

況

等
を

十
分

考
慮

し
た

詳
細

な
調

査
を

実
施

し
て

も
、

な
お

敷
地

近
傍

に

お
い

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
内

陸
地

殻
内

の
地

震
の

全
て

を
事

前

 

図
-
1
 

基
準

地
震

動
の

策
定

に
係

る
審

査
フ

ロ
ー

 

 1
.
2
 

適
用

範
囲

 
（

略
）

 

 1
.
3
 

用
語

の
定

義
 

本
ガ

イ
ド

に
お

け
る

用
語

の
定

義
及

び
用

法
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

新
規

制
基

準
に

お
け

る
用

語
の

定
義

及
び

用
法

に
し

た
が

う
こ

と
と

し
、

さ

ら
に

以
下

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
１

）
～

（
５

）
 

（
略

）
 

（
６

）
「

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

」
と

は
、

敷
地

周
辺

の
状

況

等
を

十
分

考
慮

し
た

詳
細

な
調

査
を

実
施

し
て

も
、

な
お

敷
地

近
傍

に

お
い

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
内

陸
地

殻
内

の
地

震
の

全
て

を
事

前
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に
評

価
し

う
る

と
は

言
い

切
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
敷

地
近

傍
に

お
け

る

詳
細

な
調

査
の

結
果

に
か

か
わ

ら
ず

、
全

て
の

敷
地

（
対

象
サ

イ
ト

）

に
お

い
て

考
慮

す
べ

き
地

震
動

を
い

う
。

こ
の

「
震

源
を

特
定

せ
ず

策

定
す

る
地

震
動

」
は

、
「

全
国

共
通

に
考

慮
す

べ
き

地
震

動
」

及
び

「
地

域
性

を
考

慮
す

る
地

震
動

」
の

2
種

類
が

あ
る

。
 

 2
.
 

 
基

本
方

針
 

（
略

）
 

 3
.
 

 
敷

地
ご

と
に

震
源

を
特

定
し

て
策

定
す

る
地

震
動

 
（

略
）

 

3
.
1
～

3
.
3
 

（
略

）
 

 4
.
 

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

 

4
.
1
 

策
定

方
針

 

（
１

）
「

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

」
は

、
震

源
と

活
断

層
を

関

連
づ

け
る

こ
と

が
困

難
な

過
去

の
内

陸
地

殻
内

の
地

震
に

つ
い

て
得

ら
れ

た
震

源
近

傍
に

お
け

る
観

測
記

録
を

収
集

し
、

こ
れ

ら
を

基
に

各
種

の
不

確
か

さ
を

考
慮

し
て

敷
地

の
地

盤
物

性
に

応
じ

た
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

を
設

定
し

て
策

定
さ

れ
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

 

（
２

）
 

（
略

）
 

（
３

）
地

震
動

の
策

定
に

お
い

て
は

、
設

定
さ

れ
た

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
に

対

し
て

、
地

震
動

の
継

続
時

間
及

び
経

時
的

変
化

等
の

特
性

が
適

切
に

評
価

さ
れ

て
い

る
必

要
が

あ
る

。
 

に
評

価
し

う
る

と
は

言
い

切
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
敷

地
近

傍
に

お
け

る

詳
細

な
調

査
の

結
果

に
か

か
わ

ら
ず

、
全

て
の

敷
地

（
対

象
サ

イ
ト

）

に
お

い
て

共
通

的
に

考
慮

す
べ

き
地

震
動

で
あ

る
と

意
味

付
け

た
地

震

動
を

い
う

。
 

   2
.
 

 
基

本
方

針
 

（
略

）
 

 3
.
 

 
敷

地
ご

と
に

震
源

を
特

定
し

て
策

定
す

る
地

震
動

 
（

略
）

 

3
.
1
～

3
.
3
 

（
略

）
 

 4
.
 

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

 

4
.
1
 

策
定

方
針

 

（
１

）
「

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

」
は

、
震

源
と

活
断

層
を

関

連
づ

け
る

こ
と

が
困

難
な

過
去

の
内

陸
地

殻
内

の
地

震
に

つ
い

て
得

ら
れ

た
震

源
近

傍
に

お
け

る
観

測
記

録
を

収
集

し
、

こ
れ

ら
を

基
に

各
種

の
不

確
か

さ
を

考
慮

し
て

敷
地

の
地

盤
物

性
に

応
じ

た
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

を
設

定
し

て
策

定
さ

れ
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

 

（
２

）
 

（
略

）
 

（
３

）
地

震
動

の
策

定
に

お
い

て
は

、
設

定
さ

れ
た

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
に

対

し
て

、
地

震
動

の
継

続
時

間
、

振
幅

包
絡

線
の

経
時

的
変

化
等

の
地
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 （
４

）
 

（
略

）
 

 4
.
2
 

地
震

動
評

価
 

4
.
2.

1
 

検
討

対
象

地
震

の
選

定
と

震
源

近
傍

の
観

測
記

録
の

収
集

 

（
１

）
 

（
略

）
 

（
２

）
「

全
国

共
通

に
考

慮
す

べ
き

地
震

動
」

の
検

討
対

象
地

震
の

選
定

に

お
い

て
は

、
地

震
規

模
の

ス
ケ

ー
リ

ン
グ

（
ス

ケ
ー

リ
ン

グ
則

が
不

連
続

と
な

る
地

震
規

模
）

の
観

点
か

ら
、

「
地

表
地

震
断

層
が

出
現

し
な

い
可

能
性

が
あ

る
地

震
」

を
適

切
に

選
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

（
３

）
「

地
域

性
を

考
慮

す
る

地
震

動
」

の
検

討
対

象
地

震
の

選
定

の
際

に

は
、

「
事

前
に

活
断

層
の

存
在

が
指

摘
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
地

域
に

お
い

て
発

生
し

、
地

表
付

近
に

一
部

の
痕

跡
が

確
認

さ
れ

た
地

震
」

に
つ

い
て

も
検

討
を

加
え

、
必

要
に

応
じ

て
選

定
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 〔
解

説
〕

 

（
１

）
「

地
表

地
震

断
層

が
出

現
し

な
い

可
能

性
が

あ
る

地
震

」
は

、
断

層

破
壊

領
域

が
地

震
発

生
層

の
内

部
に

留
ま

り
、

国
内

に
お

い
て

ど
こ

で
も

発
生

す
る

と
考

え
ら

れ
る

地
震

で
、

震
源

の
位

置
も

規
模

も
推

定
で

き
な

い
地

震
と

し
て

地
震

学
的

検
討

か
ら

全
国

共
通

に
考

慮
す

震
動

特
性

が
適

切
に

評
価

さ
れ

て
い

る
必

要
が

あ
る

。
 

（
４

）
 

（
略

）
 

 4
.
2
 

地
震

動
評

価
 

4
.
2.

1
 

検
討

対
象

地
震

の
選

定
と

震
源

近
傍

の
観

測
記

録
の

収
集

 

（
１

）
 

（
略

）
 

（
２

）
検

討
対

象
地

震
の

選
定

に
お

い
て

は
、

地
震

規
模

の
ス

ケ
ー

リ
ン

グ

（
ス

ケ
ー

リ
ン

グ
則

が
不

連
続

と
な

る
地

震
規

模
）

の
観

点
か

ら
、

「
地

表
地

震
断

層
が

出
現

し
な

い
可

能
性

が
あ

る
地

震
」

を
適

切
に

選
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 （
３

）
ま

た
、

検
討

対
象

地
震

の
選

定
の

際
に

は
、

「
事

前
に

活
断

層
の

存

在
が

指
摘

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

地
域

に
お

い
て

発
生

し
、

地
表

付
近

に
一

部
の

痕
跡

が
確

認
さ

れ
た

地
震

」
に

つ
い

て
も

検
討

を
加

え
、

必
要

に
応

じ
て

選
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

  〔
解

説
〕

 

（
１

）
「

地
表

地
震

断
層

が
出

現
し

な
い

可
能

性
が

あ
る

地
震

」
は

、
断

層

破
壊

領
域

が
地

震
発

生
層

の
内

部
に

留
ま

り
、

国
内

に
お

い
て

ど
こ

で
も

発
生

す
る

と
考

え
ら

れ
る

地
震

で
、

震
源

の
位

置
も

規
模

も
わ

か
ら

な
い

地
震

と
し

て
地

震
学

的
検

討
か

ら
全

国
共

通
に

考
慮

す
べ
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べ
き

地
震

（
M
w
6
.
5

程
度

未
満

）
で

あ
り

、
震

源
近

傍
に

お
い

て
地

震
動

が
観

測
さ

れ
た

地
震

を
対

象
と

す
る

。
 

 （
２

）
「

事
前

に
活

断
層

の
存

在
が

指
摘

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

地
域

に
お

い

て
発

生
し

、
地

表
付

近
に

一
部

の
痕

跡
が

確
認

さ
れ

た
地

震
」

は
、

震
源

断
層

が
ほ

ぼ
地

震
発

生
層

の
厚

さ
全

体
に

広
が

っ
て

い
る

も
の

の
、

地
表

地
震

断
層

と
し

て
そ

の
全

容
を

表
す

ま
で

に
は

至
っ

て
お

ら
ず

、
震

源
の

規
模

が
推

定
で

き
な

い
地

震
（

M
w
6
.5

程
度

以
上

）

で
あ

る
。

な
お

、
活

断
層

や
地

表
地

震
断

層
の

出
現

要
因

の
可

能
性

と
し

て
、

地
域

に
よ

っ
て

活
断

層
の

成
熟

度
が

異
な

る
こ

と
、

上
部

に
軟

岩
や

火
山

岩
、

堆
積

層
が

厚
く

分
布

す
る

場
合

や
地

質
体

の
違

い
等

の
地

域
性

が
あ

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

こ
と

を
踏

ま

え
、

観
測

記
録

収
集

対
象

の
地

震
と

し
て

は
、

以
下

の
地

震
の

う
ち

震
源

近
傍

に
お

い
て

地
震

動
が

観
測

さ
れ

た
も

の
を

個
別

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

（
削

る
）

 

①
 

活
断

層
の

密
度

が
少

な
く

活
動

度
が

低
い

と
考

え
ら

れ
る

地
域

で
発

生
し

た
地

震
（

例
：

2
0
0
0
年

鳥
取

県
西

部
地

震
）

 

②
 

上
部

に
軟

岩
や

火
山

岩
、

堆
積

層
が

厚
く

分
布

す
る

地
域

で
発

生
し

た
地

震
（

例
：

2
0
0
8
年

岩
手

・
宮

城
内

陸
地

震
）

 

（
削

る
）

 

 

き
地

震
（

震
源

の
位

置
も

規
模

も
推

定
で

き
な

い
地

震
（

M
w
6
.
5

未

満
の

地
震

）
）

で
あ

り
、

震
源

近
傍

に
お

い
て

強
震

動
が

観
測

さ
れ

た
地

震
を

対
象

と
す

る
。

 

（
２

）
「

事
前

に
活

断
層

の
存

在
が

指
摘

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

地
域

に
お

い

て
発

生
し

、
地

表
付

近
に

一
部

の
痕

跡
が

確
認

さ
れ

た
地

震
」

は
、

震
源

断
層

が
ほ

ぼ
地

震
発

生
層

の
厚

さ
全

体
に

広
が

っ
て

い
る

も
の

の
、

地
表

地
震

断
層

と
し

て
そ

の
全

容
を

表
す

ま
で

に
は

至
っ

て
い

な
い

地
震

（
震

源
の

規
模

が
推

定
で

き
な

い
地

震
（

M
w
6
.
5

以
上

の

地
震

）
）

で
あ

り
、

孤
立

し
た

長
さ

の
短

い
活

断
層

に
よ

る
地

震
が

相
当

す
る

。
な

お
、

活
断

層
や

地
表

地
震

断
層

の
出

現
要

因
の

可
能

性
と

し
て

、
地

域
に

よ
っ

て
活

断
層

の
成

熟
度

が
異

な
る

こ
と

、
上

部
に

軟
岩

や
火

山
岩

、
堆

積
層

が
厚

く
分

布
す

る
場

合
や

地
質

体
の

違
い

等
の

地
域

差
が

あ
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
こ

と
を

踏
ま

え
、

観
測

記
録

収
集

対
象

の
地

震
と

し
て

は
、

以
下

の
地

震
を

個
別

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

①
 

孤
立

し
た

長
さ

の
短

い
活

断
層

に
よ

る
地

震
 

②
 

活
断

層
の

密
度

が
少

な
く

活
動

度
が

低
い

と
考

え
ら

れ
る

地
域

で
発

生
し

た
地

震
 

③
 

上
部

に
軟

岩
や

火
山

岩
、

堆
積

層
が

厚
く

分
布

す
る

地
域

で
発

生
し

た
地

震
 

（
３

）
震

源
を

特
定

せ
ず

策
定

す
る

地
震

動
の

評
価

に
お

い
て

、
収

集
対

象

と
な

る
内

陸
地

殻
内

の
地

震
の

例
を

表
-
1
に

示
す

。
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 （
削

除
）

 

              4
.
2.

2
 

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
（

地
震

動
レ

ベ
ル

）
の

設
定

と
妥

当
性

確
認

 

（
１

）
 

（
略

）
 

（
２

）
震

源
を

特
定

せ
ず

策
定

す
る

地
震

動
の

評
価

に
お

い
て

は
、

以
下

の

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

①
「

全
国

共
通

に
考

慮
す

べ
き

地
震

動
」

に
つ

い
て

は
、

解
釈

別
記

２

第
４

条
第

５
項

第
３

号
②

に
掲

げ
る

知
見

を
用

い
て

解
放

基
盤

表
面

 

表
-
1
 

収
集

対
象

と
な

る
内

陸
地

殻
内

の
地

震
の

例
 

 

 4
.
2.

2
 

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
（

地
震

動
レ

ベ
ル

）
の

設
定

と
妥

当
性

確
認

 

（
１

）
 

（
略

）
 

（
新

設
）

 

   

M
w
5
.0

2
0
1
1/
0
7/
0
5,
1
9:
1
8

2
0
1
1年

和
歌

山
県

北
部

地
震

1
6

M
w
5
.2

2
0
1
2/
0
3/
1
0,
0
2:
2
5

2
0
1
2年

茨
城

県
北

部
地

震
1
5

M
w
5
.4

2
0
0
5/
0
4/
2
0,
0
6:
1
1

2
0
0
5年

福
岡

県
西

方
沖

地
震

の
最

大
余

震
1
4

M
w
5
.7

2
0
0
4/
1
2/
1
4,
1
4:
5
6

2
0
0
4北

海
道

留
萌

支
庁

南
部

地
震

1
3

M
w
5
.8

2
0
1
3/
0
2/
2
5,
1
6:
2
3

2
0
1
3年

栃
木

県
北

部
地

震
1
2

M
w
5
.8

2
0
1
1/
0
3/
1
9,
1
8:
5
6

2
0
1
1年

茨
城

県
北

部
地

震
1
1

M
w
5
.8

1
9
9
7/
0
6/
2
5,
1
8:
5
0

1
9
9
7年

山
口

県
北

部
地

震
1
0

M
w
5
.9

2
0
1
1/
0
3/
1
5,
2
2:
3
1

2
0
1
1年

静
岡

県
東

部
地

震
9

M
w
5
.9

1
9
9
8/
0
9/
0
3,
1
6:
5
8

1
9
9
8年

岩
手

県
内

陸
北

部
地

震
8

M
w
6
.0

1
9
9
7/
0
5/
1
3,
1
4:
3
8

1
9
9
7年

5月
鹿

児
島

県
北

西
部

地
震

7

M
w
6
.0

1
9
9
6/
0
8/
1
1,
0
3:
1
2

1
9
9
6年

宮
城

県
北

部
(
鬼

首
)地

震
6

M
w
6
.1

2
0
0
3/
0
7/
2
6,
0
7:
1
3

2
0
0
3年

宮
城

県
北

部
地

震
5

M
w
6
.1

1
9
9
7/
0
3/
2
6,
1
7:
3
1

1
9
9
7年

3月
鹿

児
島

県
北

西
部

地
震

4

M
w
6
.2

2
0
1
1/
0
3/
1
2,
0
3:
5
9

2
0
1
1年

長
野

県
北

部
地

震
3

M
w
6
.6

2
0
0
0/
1
0/
0
6,
1
3:
3
0

2
0
0
0年

鳥
取

県
西

部
地

震
2

M
w
6
.9

2
0
0
8/
0
6/
1
4,
0
8:
4
3

2
0
0
8年

岩
手

・
宮

城
内

陸
地

震
1

規
模

日
時

地
震

名
N
o

M
w
5
.0

2
0
1
1/
0
7/
0
5,
1
9:
1
8

2
0
1
1年

和
歌

山
県

北
部

地
震

1
6

M
w
5
.2

2
0
1
2/
0
3/
1
0,
0
2:
2
5

2
0
1
2年

茨
城

県
北

部
地

震
1
5

M
w
5
.4

2
0
0
5/
0
4/
2
0,
0
6:
1
1

2
0
0
5年

福
岡

県
西

方
沖

地
震

の
最

大
余

震
1
4

M
w
5
.7

2
0
0
4/
1
2/
1
4,
1
4:
5
6

2
0
0
4北

海
道

留
萌

支
庁

南
部

地
震

1
3

M
w
5
.8

2
0
1
3/
0
2/
2
5,
1
6:
2
3

2
0
1
3年

栃
木

県
北

部
地

震
1
2

M
w
5
.8

2
0
1
1/
0
3/
1
9,
1
8:
5
6

2
0
1
1年

茨
城

県
北

部
地

震
1
1

M
w
5
.8

1
9
9
7/
0
6/
2
5,
1
8:
5
0

1
9
9
7年

山
口

県
北

部
地

震
1
0

M
w
5
.9

2
0
1
1/
0
3/
1
5,
2
2:
3
1

2
0
1
1年

静
岡

県
東

部
地

震
9

M
w
5
.9

1
9
9
8/
0
9/
0
3,
1
6:
5
8

1
9
9
8年

岩
手

県
内

陸
北

部
地

震
8

M
w
6
.0

1
9
9
7/
0
5/
1
3,
1
4:
3
8

1
9
9
7年

5月
鹿

児
島

県
北

西
部

地
震

7

M
w
6
.0

1
9
9
6/
0
8/
1
1,
0
3:
1
2

1
9
9
6年

宮
城

県
北

部
(
鬼

首
)地

震
6

M
w
6
.1

2
0
0
3/
0
7/
2
6,
0
7:
1
3

2
0
0
3年

宮
城

県
北

部
地

震
5

M
w
6
.1

1
9
9
7/
0
3/
2
6,
1
7:
3
1

1
9
9
7年

3月
鹿

児
島

県
北

西
部

地
震

4

M
w
6
.2

2
0
1
1/
0
3/
1
2,
0
3:
5
9

2
0
1
1年

長
野

県
北

部
地

震
3

M
w
6
.6

2
0
0
0/
1
0/
0
6,
1
3:
3
0

2
0
0
0年

鳥
取

県
西

部
地

震
2

M
w
6
.9

2
0
0
8/
0
6/
1
4,
0
8:
4
3

2
0
0
8年

岩
手

・
宮

城
内

陸
地

震
1

規
模

日
時

地
震

名
N
o
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に
お

け
る

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
（

地
震

動
レ

ベ
ル

）
を

評
価

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

②
「

地
域

性
を

考
慮

す
る

地
震

動
」

に
つ

い
て

は
、

検
討

対
象

地
震

の

震
源

周
辺

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る

地
質

構
造

や
変

動
地

形
の

類
似

性

等
を

検
討

し
て

い
る

こ
と

、
及

び
、

そ
の

結
果

を
踏

ま
え

て
必

要
に

応

じ
て

収
集

し
た

観
測

記
録

に
基

づ
き

適
切

な
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

（
地

震

動
レ

ベ
ル

）
が

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

（
３

）
設

定
さ

れ
た

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
に

対
し

て
模

擬
地

震
動

を
作

成
す

る

場
合

に
は

、
複

数
の

方
法

（
例

え
ば

、
正

弦
波

の
重

ね
合

わ
せ

に
よ

る
位

相
を

用
い

る
方

法
、

実
観

測
記

録
の

位
相

を
用

い
る

方
法

等
）

に
よ

り
検

討
が

行
わ

れ
地

震
動

が
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

       （
新

設
）
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図
-
2
 

地
震

基
盤

相
当

面
に

お
け

る
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

 

 〔
解

説
〕

 

（
１

）
「

地
震

基
盤

相
当

面
」

と
は

、
地

震
基

盤
か

ら
の

地
盤

増
幅

率
が

小

さ
く

地
震

動
と

し
て

は
地

震
基

盤
面

と
同

等
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る

地
盤

の
解

放
面

で
あ

る
。

原
子

力
規

制
委

員
会

「
震

源
を

特
定

せ
ず

策

定
す

る
地

震
動

に
関

す
る

検
討

チ
ー

ム
」

報
告

書
（

令
和

元
年

8
月

7

日
）

で
は

地
震

基
盤

相
当

面
の

せ
ん

断
波

速
度

は
V
s
=
22

0
0
m
/
s

以
上

と
定

義
し

て
い

る
。

 

（
２

）
設

定
さ

れ
た

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
（

地
震

動
レ

ベ
ル

）
の

妥
当

性
の

確

              〔
解

説
〕

 

（
新

設
）

 

     （
１

）
設

定
さ

れ
た

応
答

ス
ペ

ク
ト

ル
（

地
震

動
レ

ベ
ル

）
の

妥
当

性
の

確

擬
似
速
度
応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
（h

=
5
%
）

0
.11

1
0

1
0

0

1
0

0
0 0

.0
1

0
.1

1
1

0

pSv (cm/s)

P
e

ri
o

d
(s

)

標
準
応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
案
（
2
0
1
9
/0

3
/2

9
）

―
水
平
動

―
上
下
動

周
期

(s
)

水
平
動

上
下
動

擬
似
速
度

(c
m
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)

擬
似
速
度
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)
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0
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0
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4
6
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6
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2
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7
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1
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0
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0
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0
.0

0
0

3
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5
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0
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0

コ
ン
ト
ロ
ー
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ポ
イ
ン
ト

擬似速度（cm/s）

周
期
（
s
）
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認
に

お
い

て
確

率
論

的
な

評
価

を
参

考
と

す
る

場
合

は
、
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意見聴取での主なやりとりについて 
 

事業者意見（概要） 規制庁の見解（概要） 

【申請手続について】 

○改正基準の地震動評価について、改正基準施行から３

か月以内（基準地震動が審査中である施設は、新規制

基準に係る設置変更許可後３か月以内）に、現行の基

準地震動との比較を報告し、その内容確認及び設置変

更許可申請の要否を判断していただきたい。 

○標準応答スペクトルに基づく解放基盤表面での地震動

が現行の基準地震動を超えないサイトは、設置変更許

可申請は実施しないこととしたい。 

○なお、基準地震動が変わらない場合にも設置変更許可

申請が必要とされる場合は、申請書の記載方法等につ

いて相談等をさせていただきたい。 

 

○今回の基準改正においては、新たに標準応答スペクト

ルによる評価を要求することとしており、設置変更許

可の審査において（標準応答スペクトルに基づく地震

動評価の妥当性を含む）改正基準への適合性を確認す

る必要がある。 

○したがって、既許可申請書で示されている基準地震動

の評価方針を変更する設置変更許可申請が必要であ

る。 

【経過措置の枠組みについて】 

○新規制基準に適合済み、又は未適合だが基準地震動は

おおむね審議済みの原子力施設は、改正基準施行から

９か月後までに改正基準に適合するための設置変更許

可申請を行うように期限を定めていただきたい。 

○申請までの作業として、改正基準の地震動評価に３か

月、基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に６か月の期

間が必要と考える。 

○基準地震動が審査中である施設は、次のいずれかを選

択できるようにしていただきたい。 

⑴新規制基準に係る設置変更許可を受けてから９か月

後までに改正基準に適合するための設置変更許可申

請を行う 

⑵新規制基準に係る設置変更許可の審査の中で改正基

準に適合することの確認を受ける 

○工事計画認可・使用前検査の対応期間は申請施設数や

基準地震動の審査結果によって大きく変わりうるた

め、各施設の設置許可がなされた時点でその後に必要

な経過措置期間について提案させていただきたい。 

 

○使用前検査合格までに必要な期間の見通しが得られて

いないことは理解するものの、当該見通しを得るのに

必要な設置変更許可の手続に期限を設けなければ、改

正基準への適合が適切に行われないおそれがある。 

○基準地震動がおおむね審議済みかどうか、という事実

関係で線引きをして経過措置を別々に規定することは

難しい。 

【他の申請案件について】 

○他の申請案件については、当該申請の趣旨を早期に達

成し安全性向上を実現できるよう、本件とは切り離し

て、現行の基準地震動による審査及び処分を継続して

いただきたい。 

 

○新しいバックフィットによって他の審査案件の処理が

先延ばしになってしまうことが懸念されることは規制

庁としても問題意識を持っている。 

【その他】 

○事業者要望とは異なった形で経過措置期間が設定され

る場合は、想定する適合までのスケジュールをお示し

いただき、経過措置期間案について議論する場を設け

ていただきたい。 

○上記想定との乖離が生じた場合は必要に応じて経過措

置期間を見直すことが可能となる仕組みとする等、柔

軟に対応いただけるよう要望する。 

 

○今回の意見聴取は、基準改正に事業者が対応するため

に必要な期間等を聴取するために行ったものであり、

経過措置規定案について事業者の合意を得るためのも

のではない。 

○経過措置についてはパブリックコメントで意見を求め

るほか、基準改正後の事情により経過措置を見直す必

要が生じたときは、事業者からの意見聴取も含め対応

を検討する。 

 

別紙３ 

20/36



1

1

2

3

4 2004

21/36



2

5 K-NET
Noda et al.(2002)

6

22/36



3

7

23/36



4
24/36



25/36



26/36



27/36



28/36



29/36



30/36



31/36



32/36



33/36



34/36



35/36



36/36


